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別表十二(十二)
｢９｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。なお、租税特別措置法
第66条の６(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)及び第66条の９の２(特殊関係
株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場
合に､基準所得金額の計算において外国関係会社等が適用する｢特定船舶に係る特別修繕準備金
の損金算入｣については適用額明細書の記載は必要ありません。

　特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第57条の８第１項｣※１又は｢第57条の８第９項｣※２

②　｢区分番号｣欄：｢00391｣

③　｢適用額｣欄：｢９｣欄の金額(｢15｣欄の金額を超える場合には、同欄の金額)

※１　※２に該当するもの以外

※２　適格分割等に伴い、損金算入の適用を受ける場合

｢９｣欄




